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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ネットワーク接続した複数の装置間で、高品質
コンテンツを低品質コンテンツに変換しながら繰り返し
ムーブすると、オリジナルの品質で再生することができ
なくなる。
【解決手段】ユーザが高品質コンテンツを低品質コンテ
ンツに変換してムーブを指示し、同時にオリジナル品質
に戻すことを可能にすることを指示した場合、オリジナ
ル情報を生成し、ムーブ実行時にムーブ先の装置へ送付
する。そして、該コンテンツを再生不可の状態にしムー
ブ履歴情報を生成する。ムーブ先の装置は受信したコン
テンツとオリジナル情報を保持する。そして該コンテン
ツとオリジナル情報をさらに画質変換しながら他の装置
へムーブすることができ、画質変換した場合はその旨を
オリジナル品質のコンテンツを保持する装置に適切に通
知する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを記録および再生するための記録媒体を備えたコンテンツ記録再生装置であ
って、
　前記記録媒体にコンテンツをデジタル記録する記録部と、
　前記記録媒体に記録した前記コンテンツを再生する再生部と、
　前記記録媒体に記録した前記コンテンツに関する情報を管理するコンテンツ管理部と、
　前記記録媒体に記録した前記コンテンツを画質変換する変換部と、
　前記コンテンツをネットワーク接続された他の装置に対して出力する出力部と、
　前記ネットワーク接続された他の装置との間でお互い正規に認定された装置であること
を認証し、前記コンテンツの暗号化および復号化に使用する鍵を共有する機器認証処理部
と、
　前記認証処理部において共有した鍵を用いて前記コンテンツを送信時に暗号化し、受信
時に復号化する暗号／復号処理部と、
　ユーザが装置を操作する入力処理部と、
　前記記録部と前記再生部を用いて前記コンテンツの記録再生を制御し、ネットワーク接
続された他の装置との間で制御コマンドや各種データ、コンテンツをやり取りするための
通信制御を行う制御部と、を備え、
　前記コンテンツ管理部は、前記記録媒体に記録したコンテンツを一意に識別するための
コンテンツＩＤを保持し、
　前記制御部は、ネットワーク接続された他の装置に対して、前記変換部でムーブ対象の
コンテンツを低品質なコンテンツに変換するか否かを決定し、またムーブ実行後もオリジ
ナル品質のコンテンツを再生不可の状態で保持するか否かを決定し、
　前記コンテンツを低品質に変換してムーブ実行かつオリジナル品質の前記コンテンツを
保持する場合は、少なくとも該コンテンツのコンテンツＩＤと自装置を一意に識別可能な
デバイスＩＤを、ムーブ処理中に前記他の装置に対して送信し、
　前記コンテンツ管理部は、ムーブ終了後に、オリジナル品質の前記コンテンツを再生不
可に設定し、該コンテンツと該コンテンツを低品質に変換した後のコンテンツを関連付け
る情報を含むムーブ履歴情報を作成および管理し、
　前記他の装置から自装置に対して、前記オリジナル品質のコンテンツを低品質変換した
前記コンテンツがムーブされた場合、前記ムーブ履歴情報を参照して該コンテンツが前記
オリジナル品質のまま保持したコンテンツを元に生成されたことを確認し、正しくオリジ
ナルのコンテンツを元に生成されたことが確認できた場合は、前記オリジナル品質のコン
テンツを再生可能に設定し、ムーブされた前記低品質に変換したコンテンツを削除するこ
とを特徴としたコンテンツ記録再生装置。
【請求項２】
　請求項１記載のコンテンツ記録再生装置において、
　前記ムーブ履歴情報は、オリジナル品質で保持するコンテンツをムーブ実行する毎に、
あるいは画質変換を伴うムーブ実行する毎に、該情報の内容を更新／追記し、少なくとも
ムーブ実行して現在前記コンテンツを保持している装置を一意に識別可能なデバイスＩＤ
と、ムーブ実行したコンテンツ全体のチェックサム値や付加した電子透かし等のオリジナ
ル品質のコンテンツと画質変換後のコンテンツを関連付ける情報とを含むことを特徴とし
たコンテンツ記録再生装置。
【請求項３】
　請求項１記載のコンテンツ記録再生装置において、
　オリジナル品質のコンテンツではなく該コンテンツを画質変換したコンテンツを保持し
ている場合、ネットワーク接続された他の装置に対して該コンテンツを必要に応じて画質
変換しながらムーブ実行する際は、前記オリジナル品質のコンテンツを保持するデバイス
ＩＤが示す装置に対して、前記コンテンツＩＤが示すコンテンツをムーブする旨を通知す
ることを特徴としたコンテンツ記録再生装置。
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【請求項４】
　請求項１記載のコンテンツ記録再生装置において、
　前記記録媒体に記録した前記コンテンツの一覧表画面を表示する場合に、前記低品質に
変換したコンテンツについては、オリジナル品質のコンテンツを保持した装置に関する情
報を表示し、該装置に該コンテンツをムーブするとオリジナル品質で視聴可能である旨を
通知することを特徴としたコンテンツ記録再生装置。
【請求項５】
　請求項１記載のコンテンツ記録再生装置において、
　前記記録媒体に記録した前記コンテンツの一覧表画面を表示する場合に、前記オリジナ
ル品質のコンテンツについては、現在該コンテンツを低品質に変換したコンテンツを保持
した装置に関する情報を表示し、該装置から自装置に対して該コンテンツをムーブすると
オリジナル品質で視聴可能である旨を通知することを特徴としたコンテンツ記録再生装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、著作権保護対象のデジタルコンテンツをハードディスク装置（以下、ＨＤＤ
）に記録および再生する大容量記録装置に係り、特にＨＤＤ上の記録コンテンツを着脱可
能な記録装置へ移動（以下、ムーブ）する機能に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年デジタル映像信号処理技術の発展に伴い、デジタル放送を受信するデジタルチュー
ナ内蔵テレビ（以下、ＤＴＶ）や、デジタル放送番組を録画・再生するデジタル記録装置
（例えば、ＨＤＤレコーダやＤＶＤレコーダ等）のデジタルＡＶ装置が次々と製品化され
ている。
  また、ブロードバンド／インターネットの普及により、これらのデジタルＡＶ装置は通
信機能を常備し、有線／無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いて
デジタル・コンテンツを伝送することが可能である。この場合、伝送路上での不正コピー
を防止する技術としてＤＴＣＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔ
ｅｎｔｓ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）方式が規定されている。
【０００３】
　ＤＴＣＰ方式では、（１）コンテンツ暗号／復号プロトコル、（２）暗号／復号処理に
必要な鍵の共有プロトコル（認証処理）、（３）各コンテンツに付加するコピー制御情報
（例えば、"Ｃｏｐｙ Ｆｒｅｅ"（コピー無制限）、"Ｃｏｐｙ Ｎｅｖｅｒ"（コピー禁止
）、"Ｃｏｐｙ Ｏｎｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ"（コピー１世代可）、"Ｎｏ Ｍｏｒｅ Ｃ
ｏｐｉｅｓ"（コピー不可）等）を規定している。
  前記ＤＴＣＰ方式に準拠するデジタル記録装置は、"Ｃｏｐｙ Ｆｒｅｅ"または" Ｃｏ
ｐｙ Ｏｎｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ"のコンテンツのみを記録することができ、" Ｃｏｐ
ｙ Ｏｎｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ"のコンテンツを記録した場合にはコピー制御情報を"
Ｎｏ Ｍｏｒｅ Ｃｏｐｉｅｓ"に変更し、それ以上記録することを禁止する。また、一度
記録媒体に記録した" Ｎｏ Ｍｏｒｅ Ｃｏｐｉｅｓ"のコンテンツは、他の記録媒体に“
ムーブ（移動）”することができ、元の記録媒体のコンテンツは削除あるいは再生不可に
する。
【０００４】
　現在のデジタル放送では、大部分のコンテンツを"Ｃｏｐｙ Ｏｎｅ Ｇｅｎｅｒａｔｉ
ｏｎ"として運用しており、デジタル出力可能なインタフェースとしてはＩＥＥＥ１３９
４、有線／無線ＬＡＮ（ＴＣＰ／ＩＰ転送のみ）が許可されている。
  ＩＥＥＥ１３９４で著作権保護対象のコンテンツを転送する場合、Ａｓｙｎｃｈｒｏｎ
ｏｕｓ転送方式で前記認証処理を実行した後、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ転送方式で前記コ
ンテンツを暗号化して送受信を行う。同様に、有線／無線ＬＡＮ（以下、ＩＰネットワー
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ク）でコンテンツ転送する場合、前記認証処理と前記コンテンツ転送は別々のＴＣＰコネ
クションを使用し、最初に認証処理用のＴＣＰコネクション上で認証処理を実施した後、
コンテンツ転送用のＴＣＰコネクション上で暗号化したコンテンツの転送を実行する。
【０００５】
　ＤＴＣＰ方式については、例えば下記非特許文献１で説明されている。上記ムーブ機能
を実装する技術としては、例えば下記特許文献１に記載されているものがある。また、ム
ーブ機能を利用したアプリケーションとしては、例えば下記特許文献２に記載されている
ものがある。
【０００６】
【非特許文献１】「ＩＥＥＥ１３９４、ＡＶ機器への応用」、高田信司監修、日刊工業新
聞社
【特許文献１】特開２００４－３２６８９２号公報
【特許文献２】特開２００６－４５４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、著作権保護対象のコンテンツをムーブする場合、ムーブ先の装置の処理
性能や記録媒体の種類、空き容量などの制限により、高品質のコンテンツを低品質に変換
してムーブ実行する可能性がある。この場合、上記従来の技術では、ムーブ終了後にムー
ブ終了後に高品質のコンテンツを削除あるいは再生不可にする必要があるため、二度と高
品質のコンテンツを視聴することができなくなる。
  また、二つの装置間でのみムーブ実行することにより、元の品質で再生可能とする方法
があるが、複数の装置間で繰り返しムーブする場面では利用することができない。
【０００８】
　本発明の目的は、ネットワーク接続した複数の装置間で高品質のコンテンツを低品質の
コンテンツに変換しながら繰り返しムーブすることができ、さらにオリジナルの品質で再
び再生することができる機能を備えたコンテンツ記録再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明では、
　コンテンツのオリジナル品質を保持する装置Ａは、以下の1)～10)の手段を備える。
1) ネットワーク接続された装置Ｂに対して、該コンテンツを低品質なコンテンツに変換
するか否かを決定する手段
2) 1)で低品質なコンテンツに変換する場合、少なくとも該コンテンツを一意に識別可能
なコンテンツＩＤと該装置Ａを一意に識別可能なデバイスＩＤから構成するオリジナル情
報を生成する手段
3) 1)で低品質なコンテンツに変換する場合、ムーブ開始からムーブ終了の任意のタイミ
ングで該オリジナル情報を装置Ｂに対して送信する手段
4) ムーブ終了後に、1)で低品質なコンテンツに変換する場合はオリジナル品質の該コン
テンツを再生不可に設定し、それ以外の場合は該コンテンツを削除する手段
5) 1)で低品質なコンテンツに変換する場合、少なくともオリジナル品質のコンテンツと
低品質に変換した後のコンテンツを関連付ける情報（例えば、変換後のコンテンツのチェ
ックサム値や、変換時にコンテンツに付加した電子透かし情報等）を含むムーブ履歴情報
を生成する手段
6) 2)のオリジナル情報の全部あるいは少なくとも一部と、5)のムーブ履歴情報を保持す
る手段
7) ネットワーク接続された他の装置（装置Ｂを含む）から、ムーブ実行した旨の通知を
受信すると、該ムーブ履歴情報を更新する手段
8) ネットワーク接続された他の装置（装置Ｂを含む）から装置Ａに対してムーブ実行し
た際にオリジナル情報を受信すると、該オリジナル情報に含まれるコンテンツＩＤが、4)
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で再生不可にしたコンテンツＩＤと同じであるか確認する手段
9) 8)で両者のコンテンツＩＤが同じ場合、ムーブ履歴情報を参照して7)で受信したコン
テンツがオリジナルのコンテンツから変換したものであるかを確認する手段
10) 9)で受信コンテンツが正しいと確認できた場合のみ、4)で再生不可にしたコンテンツ
を再生可能に設定する手段
　また、オリジナル品質のコンテンツを保持しない装置Ｂは、以下の11)～14)の手段を備
える。
11) 装置Ａから低品質に変換したコンテンツをムーブした場合、受信したオリジナル情報
を保持する手段
12) ネットワーク接続された1)のコンテンツを他の装置（装置Ａを含む）へムーブする場
合、任意のタイミングで該コンテンツのオリジナル情報を該他の装置に対して送信する手
段
13) ムーブ終了後に、該オリジナル情報に含まれるオリジナル・コンテンツを保持した装
置Ａに対して、画質変換有無でムーブした旨を通知する手段
14) ムーブ終了後に、該オリジナル情報を削除する手段
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のコンテンツ記録再生装置は、ネットワーク接続した複数の装置間で、高品質の
コンテンツを低品質なコンテンツに変換しながらムーブを繰り返し実行した場合でも、オ
リジナルの品質で再生することができる仕組みを提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
  図１は本発明を説明するための一実施例であり、複数のコンテンツ記録再生装置を含む
ＡＶシステムの構成を示したものである。ＡＶシステムは家庭内のネットワーク環境下で
の使用を想定しており、ＨＤＤ内蔵ＤＴＶ１００、ＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂが
互いにＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０によりハブ３０を介してデジタル接続されてい
るものとし、部屋ＡにＤＴＶ１００、部屋ＢにＨＤＤレコーダ２００Ａ、部屋ＣにＨＤＤ
レコーダ２００Ｂを設置しているものとする。ＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂには、
内蔵ＨＤＤに記録したコンテンツを再生するためのモニタ３００Ａ、３００Ｂをデジタル
またはアナログ接続する。
【００１２】
　本実施例ではＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を使用しているが、ＩＥＥＥ１３９４、無
線、ＵＳＢ等のデジタルインタフェースを使用することも可能である。また、コンテンツ
の記録媒体としてＨＤＤを使用しているが、フラッシュメモリ、書き換え可能な光ディス
クを使用することも可能である。
【００１３】
　ＤＴＶ１００は、アンテナ１０にて受信したデジタル放送番組を視聴することができ、
内蔵したＨＤＤに該放送番組を蓄積することが可能である。また、他のＨＤＤレコーダ２
００Ａ、２００Ｂに対してＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して放送番組のデジタ
ル出力や制御コマンドの送受信を行うことができる。本実施例では、受信コンテンツとし
てデジタル放送番組を使用しているが、インターネット経由で受信したコンテンツを使用
することも可能である。
【００１４】
　ＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂは、内蔵あるいは着脱可能なＨＤＤを備え、Ｅｔｈ
ｅｒｎｅｔ（登録商標）２０経由で受信したコンテンツを記録することができる。
  ＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂは、部屋ＡにあるＤＴＶ１００に記録したコンテン
ツをＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０経由で視聴することができる。同様に、ＤＴＶ１
００は、部屋Ｂ、部屋ＣにあるＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂに記録したコンテンツ
をＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０経由で視聴可能である
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　次に、図２を用いて、図１のＤＴＶ１００の一構成について説明する。
  ＤＴＶ１００は、チューナ部１０１、復調部１０２、ＴＳデコーダ１０３、変換部１０
４、音声／映像デコーダ１０５、モニタ１０６、入力処理部１０７、コンテンツ管理部１
０８、録画／再生処理部１０９、ＨＤＤ１１０、機器認証処理１１１、暗号／復号処理部
１１２、通信処理部１１３、デジタル入出力端子１１４、制御部１１５から構成される。
【００１５】
　チューナ部１０１は、放送局から受信した複数のチャンネルから所望のチャンネルを選
局する部分である。
  復調部１０２は、チューナ部１０１で選局したデジタル放送信号をベースバンド信号に
復調し、トランスポートストリームを生成する部分である。本実施例では、ＭＰＥＧ２－
ＴＳ形式のストリームを使用するが、他の形式でも使用可能である。
  ＴＳデコーダ１０３は、復調部１０２から出力されたトランスポートストリームをデス
クランブルし、多重化された映像圧縮データ、音声圧縮データを抽出する部分である。
  変換部１０４は、ＴＳデコーダ１０３から出力された圧縮データを、必要に応じて低品
質のデータに変換（例えば、低解像度化、低ビットレート化）する部分である。また、Ｔ
Ｓデコーダ１０３から出力された圧縮データをそのまま、あるいは上記の通り変換した圧
縮データを記録するためにＨＤＤ１１０へ出力する。
【００１６】
　音声／映像デコーダ１０５は、変換部１０４から出力された圧縮データを復号して、元
の音声信号、映像信号に伸長する部分である。これらの信号は、モニタ１０６へ出力する
。
  モニタ１０６は、放送番組やＨＤＤ１１０に記録されたコンテンツを表示する部分であ
る。内蔵ではなく、ＤＴＶ１００に外付けの形態でも可能である。
  入力処理部１０７は、リモコンやタッチパネルなどを利用してユーザがＤＴＶ１００を
操作する部分である。
  コンテンツ管理部１０８は、ＨＤＤ１１０に記録したコンテンツに関する情報（例えば
、コンテンツ名、記録日時、サイズ等）を管理する部分である。
  記録／再生処理部１０９は、受信した放送番組をＨＤＤ１１０に記録するための記録制
御と、該ＨＤＤ１１０に記録した放送番組を再生するための再生制御を行う部分である。
  ＨＤＤ１１０は、放送番組を記録する内蔵メモリである。その他に着脱可能なＨＤＤや
光ディスク、メモリカード、そしてこれらを組み合わせたハイブリッド形態などが考えら
れる。
【００１７】
　機器認証処理部１１１は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して著作権保護対象
のコンテンツを転送するために、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０上の他のＡＶ装置と
の間で特定の認証プロトコルに準拠してお互いに正規に認定された装置であるかを認証し
、コンテンツの暗号／復号に使用する鍵を共有する部分である。該特定の認証プロトコル
は、例えば前記ＤＴＣＰ方式などが挙げられる。
【００１８】
　暗号／復号処理部１１２は、放送番組やＨＤＤ１１０に記録されたコンテンツをＥｔｈ
ｅｒｎｅｔ（登録商標）２０上で送受信する際に、前記機器認証処理部１１１で共有した
鍵を使用して該コンテンツを暗号化あるいは復号化する部分である。
  通信処理部１１３は、デジタル入出力端子１１４を介してＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標
）２０で接続した他のＡＶ装置（例えば、ＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂ）との間で
コンテンツや制御コマンドを送受信する部分である。
  制御部１１５は、ＤＴＶ１００における各部の動作を統括的に制御する部分である。
【００１９】
　同様に、図３を用いて、ＨＤＤレコーダ２００Ａの一構成について説明する。ＨＤＤレ
コーダ２００Ｂも同様の構成とする。
  ＨＤＤレコーダ２００Ａは、入力処理部２０１、機器認証処理部２０２、コンテンツ管
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理部２０３、記録／再生処理部２０４、ＨＤＤ２０５、デジタル入出力端子２０６、通信
処理部２０７、暗号／復号処理部２０８、変換部２０９、音声／映像デコーダ２１０、ア
ナログ出力端子２１１、制御部２１２から構成される。
  入力処理部２０１は、リモコンやタッチパネルなどを利用してユーザがＨＤＤレコーダ
２００Ａを操作する部分である。
【００２０】
　機器認証処理部２０２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して著作権保護対象
のコンテンツを転送するために、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０上の他のＡＶ装置と
の間で特定の認証プロトコルに準拠してお互いに正規に認定された装置であるかを認証し
、コンテンツの暗号／復号に使用する鍵を共有する部分である。該特定の認証プロトコル
は、例えば前記ＤＴＣＰ方式などが挙げられる。
  コンテンツ管理部２０３は、ＨＤＤ２０５に記録したコンテンツに関する情報（例えば
、コンテンツ名、記録日時、サイズ等）を管理する部分である。
記録/再生処理部２０４は、デジタル入出力端子２０８を介して受信したコンテンツをＨ
ＤＤ２０５に記録するための記録制御と、該ＨＤＤ２０５に記録したコンテンツを再生す
るための再生制御を行う部分である。
【００２１】
　ＨＤＤ２０５は、コンテンツを記録する内蔵あるいは着脱可能なメモリである。その他
に光ディスク、メモリカード、そしてこれらを組み合わせたハイブリッド形態などが考え
られる。
  暗号／復号処理部２０６は、ＨＤＤ２０５に記録されたコンテンツをＥｔｈｅｒｎｅｔ
（登録商標）２０上で送受信する際に、前記機器認証処理部２０２で共有した鍵を使用し
て該コンテンツを暗号化あるいは復号化する部分である。
【００２２】
　通信処理部２０７は、デジタル入出力端子２０８を介してＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標
）２０で接続した他のＡＶ装置（例えば、ＤＴＶ１００やＨＤＤレコーダ２００Ｂ）との
間でコンテンツや制御コマンドを送受信する部分である。
  変換部２０９は、ＨＤＤ２０５に記録された圧縮データを、必要に応じて低品質のデー
タに変換（例えば、低解像度化、低ビットレート化）する部分である。また、ＨＤＤ２０
５に記録された圧縮データをそのまま、あるいは上記の通り変換した圧縮データを音声／
映像デコーダ２１０へ出力する。
  音声／映像デコーダ２１０は、変換部２０９から出力された圧縮データを復号して、元
の音声信号、映像信号に伸長する部分である。これらの信号は、アナログ出力端子２１１
を介してモニタ３００Ａへ出力する。
  制御部２１２は、ＨＤＤレコーダ２００Ａにおける各部の動作を統括的に制御する部分
である。
【００２３】
　次に、図１に示したＡＶシステムのうち、ホームサーバ的な存在である部屋Ａに設置し
たＤＴＶ１００のコンテンツ管理部１０８で管理するコンテンツ情報４００の一構成例に
ついて図４を用いて説明する。なお、ＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂのコンテンツ管
理部２０３で同様のコンテンツ情報４００を備える。
  コンテンツ管理部１０８は、ＨＤＤ１１０に記録したコンテンツに関する情報を管理す
る。コンテンツ情報４００は、ＩＤ４０１、コンテンツ名４０２、画質４０３、フォーマ
ット４０４、コピー情報４０５、再生可否４０６、記録日時４０７、サイズ４０８、記録
位置４０９から構成される。
【００２４】
　ＩＤ４０１は、個々のコンテンツを一意に識別可能な識別子を示す。
  コンテンツ名４０２は、コンテンツの名称（番組名）を示す。
  画質４０３は、映像品質を示し、ＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ：標
準解像度）やＨＤ（Ｈｉｇｈ Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ：高解像度）、「４８０ｉ、４８０
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ｐ、７２０ｐ、１０８０ｉ、１０８０ｐ」などの映像フォーマットを示す。
  フォーマット４０４は、ＭＰＥＧ２－ＴＳやＭＰＥＧ２－ＰＳ、ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６
４などの圧縮フォーマットを示す。
  コピー情報４０５は、コンテンツのコピー制御情報を示し、例えば前述したＤＴＣＰ方
式の" Ｃｏｐｙ Ｏｎｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ"や"Ｎｏ Ｍｏｒｅ Ｃｏｐｉｅｓ"などを
示す。
【００２５】
　再生可否４０６は、自装置あるいはネットワーク上の他の装置でコンテンツを再生する
ことが可能か否かを示す。
  記録日時４０７は、コンテンツをＨＤＤ１１０に記録した日時を示す。
  サイズ４０８は、コンテンツのデータ長を示す。
  記録位置４０９は、コンテンツを記録しているＨＤＤ１１０上の位置を示す。
【００２６】
　次に、ＤＴＶ１００が他の装置（例えば、ＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂ）に対し
てＨＤＤ１１０に記録済みの任意のコンテンツをムーブする際に、変換部１０４を使用し
て該コンテンツを低品質に変換してムーブ実行する場合、ＤＴＶ１００のコンテンツ管理
部１０８が作成するムーブ履歴情報５００の一構成例について図５を用いて説明する。
ムーブ履歴情報５００は、履歴Ｎｏ．５０１、ムーブ先５０２、日時５０３、チェック情
報５０４、画質５０５、フォーマット５０６から構成される。
【００２７】
　履歴Ｎｏ．５０１は、ムーブ対象のコンテンツがムーブを実行した回数（履歴）を示す
。
  ムーブ先５０２は、該コンテンツのムーブ先の装置を一意に識別するための識別子を示
す。
  日時５０３は、該コンテンツのムーブを実行した日時を示す。
  チェック情報５０４は、該コンテンツと低品質に変換後のコンテンツを関連付けるため
の情報を示し、例えば変換後のコンテンツ全体のチェックサム値や、変換後のコンテンツ
に付加した電子透かし等の情報を示す。
【００２８】
　画質５０５は、変換後のコンテンツの映像品質を示し、ＳＤやＨＤ，「４８０ｉ、４８
０ｐ、７２０ｐ、１０８０ｉ、１０８０ｐ」などの映像フォーマットを示す。
  フォーマット５０６は、変換後のコンテンツのＭＰＥＧ２－ＴＳやＭＰＥＧ２－ＰＳ、
ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６４などの圧縮フォーマットを示す。
【００２９】
　次に、オリジナル品質のコンテンツを保持するＤＴＶ１００が他の装置（例えば、ＨＤ
Ｄレコーダ２００Ａ、２００Ｂ）に対して低品質のコンテンツに変換してムーブを実行す
る際に、ムーブ開始からムーブ終了までの間の任意のタイミングで該装置へ送信するオリ
ジナル情報６００の一構成例について図６を用いて説明する。
【００３０】
　オリジナル情報６００は、コンテンツＩＤ６０１、オリジナル保持デバイス６０２、画
質６０３、フォーマット６０４から構成される。
  コンテンツＩＤ６０１は、オリジナルのコンテンツを一意に識別する識別子を示す。
オリジナル保持デバイス６０２は、オリジナルのコンテンツを保持する装置（ＤＴＶ１０
０）を一意に識別する識別子を示す。
  画質６０３は、オリジナルのコンテンツの映像品質を示し、ＳＤやＨＤ，「４８０ｉ、
４８０ｐ、７２０ｐ、１０８０ｉ、１０８０ｐ」などの映像フォーマットを示す。
  フォーマット６０４は、オリジナルのコンテンツのＭＰＥＧ２－ＴＳやＭＰＥＧ２－Ｐ
Ｓ、ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６４などの圧縮フォーマットを示す。
【００３１】
　上記で説明したコンテンツ情報４００、ムーブ履歴情報５００、オリジナル情報６００
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を用いて、ＤＴＶ１００のＨＤＤ１１０に記録したオリジナル品質のコンテンツを、ネッ
トワーク接続されたＨＤＤレコーダ２００Ａに対してムーブを実行するための手順７００
について、図７を用いて説明する。
  まず、ＤＴＶ１００の制御部１１５は、電源が投入されると、入力処理部１０７を介し
たユーザからの操作待ち状態、およびデジタル入出力端子１１４を介した他の装置（ＨＤ
Ｄレコーダ２００Ａ、２００Ｂ）からの各種要求待ち状態にする。
【００３２】
　ここで、ユーザが該入力処理部１０７を介してＨＤＤ１１０に記録したコンテンツ一覧
の表示を指示すると、制御部１１５はコンテンツ管理部１０８で管理しているコンテンツ
情報４００の全部または一部を読み出し、コンテンツ一覧表示画面としてモニタ１０６上
に表示する。該コンテンツ一覧表示画面上には、番組１に関する情報４１０、番組２に関
する情報４１１、番組３に関する情報４１２が表示される。ユーザは該画面上で任意のコ
ンテンツを選択し（本実施例では、コンテンツ情報４００内の番組３を選択）、入力処理
部１０７を介して該コンテンツのムーブを指示すると、制御部１１５は該コンテンツをム
ーブ可能であるか否か（例えば、現在再生中か否かなど）を確認し、ムーブ可能な場合に
はムーブ処理に移行する（ステップ７０１）。
【００３３】
　次に、制御部１１５は、該コンテンツのムーブ先の装置を決定するために、ネットワー
ク接続された装置（ＨＤＤレコーダ２００Ａ、２００Ｂ）の一覧画面をモニタ１０６上に
表示し、ユーザに選択してもらう。ユーザは入力処理部１０７を介してムーブ先の装置を
選択する。本実施例では、ＨＤＤレコーダ２００Ａを選択するものとする（ステップ７０
２）。
【００３４】
　ムーブ先の装置が決定すると、制御部１１５は、常にあるいは必要に応じて、ＨＤＤレ
コーダ２００Ａに対して、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して、ＨＤＤレコーダ
２００Ａがサポートするフォーマットやデコーダの種類、あるいは内蔵ＨＤＤ２０５に空
き容量があるか否かを問い合わせ、確認を行う（ステップ７０３）。
【００３５】
　その後、制御部１１５は、変換部１０４を用いてムーブ対象のコンテンツを低品質に変
換するか否かを決定するために、ユーザに選択してもらうための画面をモニタ１０６上に
表示する。図１０に表示する画面例１０００を示す。該画面１０００上で、ユーザは入力
処理部１０７を介してムーブ実行時に該コンテンツを画質変換するか否かを選択する。ま
た、画質変換しながらムーブ実行した後に、該コンテンツをオリジナルの画質に戻して視
聴可能にするか否かを選択する（ステップ７０４）。
【００３６】
　ステップ７０４において、ユーザがコンテンツを低品質に変換してムーブ実行し、かつ
オリジナルの画質に戻すことを可能なように選択した場合、制御部１１５は、オリジナル
情報６００を生成する。それ以外の場合は、本処理は行わない（ステップ７０５）。
次に、ＤＴＶ１００の制御部１１５は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して、Ｈ
ＤＤレコーダ２００Ａに対して、今からムーブ実行を開始する旨を通知する。その際、ム
ーブするコンテンツと該コンテンツを画質変換して送信する場合はその旨を含む（ステッ
プ７０６）。この通知に対して、ＨＤＤレコーダ２００Ａの制御部２１２は、ムーブを実
行できる状態であるか否かを確認した後、その結果をＤＴＶ１００に対して返信する（ス
テップ７０７）。
その後、ＤＴＶ１００の機器認証処理部１１１とＨＤＤレコーダ２００Ａの機器認証処理
部２０２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して、ＤＴＣＰ方式といった特定の
認証プロトコルにしたがって相互に機器認証を実行し、コンテンツの暗号／復号時に使用
する鍵を共有する（ステップ７０８）。
【００３７】
　前記機器認証に失敗すると、ＤＴＶ１００とＨＤＤレコーダ２００Ａは以降のムーブ処
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理の実行を中断する。機器認証に成功すると、ＤＴＶ１００の制御部１１５は、記録／再
生処理部１０９に指示してＨＤＤ１１０からムーブ対象のコンテンツを取得し、ステップ
７０４にて画質変換する場合には変換部１０４を用いて該コンテンツを低品質に変換し、
暗号／復号処理部１１２を用いて変換後のコンテンツを前記機器認証で共有した鍵で暗号
化し、通信処理部１１３とデジタル入出力端子１１４を介して暗号化したコンテンツをＥ
ｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０上へ送信する。一方、ＨＤＤレコーダ２００Ａの制御部
２１２は、デジタル入出力端子２０８と通信処理部２０７を介して前記暗号化されたコン
テンツを受信する。そして、暗号／復号処理部２０６を用いて該コンテンツを前記機器認
証で共有した鍵で復号化し、記録／再生処理部２０４を用いてＨＤＤ２０５に記録する（
ステップ７０９）。
【００３８】
　ムーブ対象のコンテンツが全てＨＤＤレコーダ２００ＡのＨＤＤ２０５に記録されると
、ＤＴＶ１００の制御部１１５とＨＤＤレコーダ２００Ａの制御部２１２は、Ｅｔｈｅｒ
ｎｅｔ（登録商標）２０を介して、ムーブ処理が確実に終了したことをお互いに確認する
。その際、ＤＴＶ１００は、ＨＤＤレコーダ２００Ａに対して、ステップ７０５で生成し
たオリジナル情報５００を送信する（ステップ７１０）。ここでオリジナル情報６００を
送信するタイミングは、ムーブ開始時のステップ７０６やステップ７０９のコンテンツ転
送の最後に送付しても良い。
【００３９】
　コンテンツの転送を終了すると、ＤＴＶ１００のコンテンツ管理部１０８は、ステップ
７０４で「画質変換する。オリジナル品質に戻すことが可能」に決定した場合は、今後ユ
ーザの指示により該コンテンツを再生することができないように、コンテンツ情報４００
内の番組３に関する情報４１２の再生可否４０６を再生不可に設定する。それ以外の場合
は、番組３をＨＤＤ１１０から削除し、コンテンツ情報４００内の番組３に関する情報４
１２を削除する（ステップ７１１）。
【００４０】
　そして、ＤＴＶ１００のコンテンツ管理部１０８は、ムーブしたコンテンツ（番組３）
に関するムーブ履歴情報５００を生成する。この場合、ムーブ履歴情報５００の最初の列
（履歴Ｎｏ．５０１の１）に、ムーブ先５０２としてＨＤＤレコーダ２００Ａ、日時５０
３としてムーブ実行した日時、チェック情報５０４として前記変換後のコンテンツ全体の
チェックサム値、画質５０５として変換後のコンテンツの映像品質、フォーマット５０６
として変換後のコンテンツのフォーマットを設定する（ステップ７１２）。ここで、チェ
ック情報５０４として電子透かし等の情報をコンテンツに付加する場合には、ステップ７
０９で送信するコンテンツに電子透かし等を付加し、それを識別できる識別子をチェック
情報５０４に設定する。
【００４１】
　ＨＤＤレコーダ２００Ａは、ムーブ終了後にＤＴＶ１００より受信したオリジナル情報
６００をコンテンツ管理部２０３で保存する（ステップ７１３）。
  ここで、ステップ７０５で生成したオリジナル情報６００は、ステップ７１２で生成し
たムーブ履歴情報５００の一部に組み込んで保持しても良い。
【００４２】
　以上の手順により、ユーザが、高品質のコンテンツを低品質のコンテンツに変換してム
ーブを指示し、同時にオリジナル品質に戻すことを可能にすることを指示した場合、オリ
ジナル情報６００を生成し、ムーブ先の装置へ送付する。そして、該コンテンツを再生不
可の状態にし、ムーブ履歴情報５００を生成する。一方、ムーブ先の装置は、受信したオ
リジナル情報を保持する。これにより、ＤＴＶ１００は、再生不可ではあるがオリジナル
品質のコンテンツを保持することが可能となる。
【００４３】
　次に、画質変換したコンテンツ（上記番組３）を保持するＨＤＤレコーダ２００Ａが、
ＨＤＤレコーダ２００Ｂに対して、該コンテンツをさらに画質変換してムーブを実行する
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ための手順８００について、図８を用いて説明する。手順８００では、ユーザがＨＤＤレ
コーダ２００Ｂを操作する手順を示す。
【００４４】
　ユーザは、部屋Ｃに設置したＨＤＤレコーダ２００Ｂの入力処理部２０１を介して、部
屋Ｂに設置したＨＤＤレコーダ２００ＡのＨＤＤ２０５に記録したコンテンツの視聴を指
示した場合、ＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）
２０を介して、ＨＤＤ２００Ａに対してＨＤＤ２０５に記録したコンテンツに関するコン
テンツ情報４００の取得要求を発行し、該情報４００を取得する（ステップ８０１）。
【００４５】
　そして、取得したコンテンツ情報４００の全部または一部をコンテンツ一覧表示画面と
してモニタ３００Ｂ上に表示する（本実施例では、ＤＴＶ１００からムーブ実行した番組
３を含んでいるものとする）。ユーザは該画面上で任意のコンテンツを選択し（本実施例
では、コンテンツ情報４００内の番組３を選択）、入力処理部２０１を介して該コンテン
ツのムーブを指示すると、制御部２１２は該コンテンツをムーブ可能であるか否か（例え
ば、現在再生中か否かなど）を確認し、ムーブ可能な場合にはムーブ処理に移行する（ス
テップ８０２）。
【００４６】
　次に、制御部２１２は、ＨＤＤレコーダ２００Ａにムーブ対象のコンテンツを低品質に
変換してもらうか否かを決定するために、ユーザに選択してもらうための画面をモニタ３
００Ｂ上に表示する。該画面上で、ユーザは入力処理部２０１を介してムーブ実行時に該
コンテンツを画質変換するか否かを選択する（ステップ８０３）。
【００４７】
　そして、ＨＤＤレコーダ２００Ａの機器認証処理部２０２とＨＤＤレコーダ２００Ｂの
機器認証処理部２０２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して、認証プロトコル
にしたがって相互に機器認証を実行し、コンテンツの暗号／復号時に使用する鍵を共有す
る（ステップ８０４）。
【００４８】
　その後、ＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２
０を介して、ＨＤＤレコーダ２００Ａに対して、ムーブ実行の要求を発行する。その際、
ムーブするコンテンツと該コンテンツを画質変換して送信することを要求する場合はその
旨を含む（ステップ８０５）。
【００４９】
　これに対して、ＨＤＤレコーダ２００Ａの制御部２１２は、コンテンツ管理部２０３に
該コンテンツのオリジナル情報６００が存在するか否かを確認する（ステップ８０６）。
【００５０】
　そして、ＨＤＤレコーダ２００Ａの制御部２１２は、記録／再生処理部２０４に指示し
てＨＤＤ２０５からムーブ対象のコンテンツを取得し、ステップ８０３にて画質変換する
場合には変換部２０９を用いて該コンテンツを低品質に変換し、暗号／復号処理部２０６
を用いて変換後のコンテンツを前記機器認証で共有した鍵で暗号化し、通信処理部２０７
とデジタル入出力端子２０８を介して暗号化したコンテンツをＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商
標）２０上へ送信する。一方、ＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、デジタル入出
力端子２０８と通信処理部２０７を介して前記暗号化されたコンテンツを受信する。そし
て、暗号／復号処理部２０６を用いて該コンテンツを前記機器認証で共有した鍵で復号化
し、記録／再生処理部２０４を用いてＨＤＤ２０５に記録する（ステップ８０７）。
【００５１】
　ムーブ対象のコンテンツが全てＨＤＤレコーダ２００ＢのＨＤＤ２０５に記録されると
、ＨＤＤレコーダ２００Ａの制御部２１２とＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して、ムーブ処理が確実に終了したことをお互い
に確認する。その際、ＨＤＤレコーダ２００Ａは、ステップ８０６でオリジナル情報６０
０が存在する場合には、ＨＤＤレコーダ２００Ｂに対して、該オリジナル情報６００を送
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信する（ステップ８０８）。ここでオリジナル情報６００を送信するタイミングは、ムー
ブ開始時のステップ８０５やステップ８０７のコンテンツ転送の最後に送付しても良い。
【００５２】
　コンテンツの転送が終了すると、ＨＤＤレコーダ２００Ａのコンテンツ管理部２０３は
、該コンテンツをＨＤＤ２０５から削除し、コンテンツ情報４００内の該コンテンツに関
する情報を削除する（ステップ８０９）。
【００５３】
　そして、ＨＤＤレコーダ２００Ａのコンテンツ管理部２０３は、該オリジナル情報６０
０内のオリジナル保持デバイス６０２に設定された識別子を参照し、該コンテンツのオリ
ジナル品質を保持している装置（本実施例ではＤＴＶ１００）を取得する。そして該装置
（ＤＴＶ１００）に対して、該コンテンツを画質変換して他の装置（ＨＤＤレコーダ２０
０Ｂ）に対してムーブ実行した旨と、画質変換後のコンテンツのチェックサム値を通知す
る（ステップ８１１）。
【００５４】
　その後、該オリジナル情報６００を削除する（ステップ８１２）。
  一方、上記通知を受信したＤＴＶ１００のコンテンツ管理部１０８は、ムーブ履歴情報
５００内に履歴情報（本実施例では、履歴Ｎｏ．５０１が２）を追加する（ステップ８１
３）。
  以上の手順により、手順７００でＤＴＶ１００からＨＤＤレコーダ２００Ａに対して低
品質に変換してムーブしたコンテンツを、手順８００でＨＤＤレコーダ２００Ｂに対して
さらに低品質に変換してムーブすることができ、その情報をオリジナル品質のコンテンツ
を保持するＤＴＶ１００に適切に通知することができる。
【００５５】
　ここで、オリジナル品質のコンテンツを保持するＤＴＶ１００が生成したオリジナル情
報６００を保持するＨＤＤレコーダ２００Ａあるいは２００Ｂが、モニタ３００Ａあるい
は３００Ｂに表示するコンテンツ一覧表示画面の一構成例を図１１に示す。コンテンツ一
覧表示画面１０１０には、コンテンツ管理部２０３が管理するコンテンツ情報４００の内
容を元にして各コンテンツの情報を表示する。手順７００または手順８００で低品質に変
換したコンテンツである番組３については、ＤＴＶ１００にオリジナル品質のコンテンツ
が存在し、該番組３をＤＴＶ１００にムーブするとオリジナル品質に戻すことが可能であ
る旨を表示することができる。
【００５６】
　同様に、オリジナル品質のコンテンツを再生不可状態で保持するＤＴＶ１００は、ムー
ブ履歴情報５００を参照し、現在低品質に変換したコンテンツ（番組３）を格納している
装置（ＨＤＤレコーダ２００Ａあるいは２００Ｂ）についてコンテンツ一覧表示画面上に
表示することができる。
【００５７】
　最後に、ＨＤＤレコーダ２００ＢからＤＴＶ１００に対して番組３をムーブし、オリジ
ナル品質に戻す手順９００について、図９を用いて説明する。手順９００では、ユーザが
ＨＤＤレコーダ２００Ｂに対して操作する手順を示す。
  ユーザは、ＨＤＤレコーダ２００の該入力処理部２０１を介してＨＤＤ２０５に記録し
たコンテンツ一覧の表示を指示すると、制御部２１２はコンテンツ管理部２０３で管理し
ているコンテンツ情報４００の全部または一部を読み出し、コンテンツ一覧表示画面とし
てモニタ３００Ｂ上に表示する。該画面としては前述したコンテンツ一覧表示画面１０１
０が例として挙げられる。　ユーザは、番組３をオリジナル品質で視聴するために、該画
面上で番組３を選択する。制御部２１２は、該コンテンツをムーブ可能であるか否かを確
認し、ムーブ可能な場合にはムーブ処理に移行する（ステップ９０１）。
【００５８】
　次に、制御２１２は、該コンテンツのムーブ先の装置を決定するために、ネットワーク
接続された装置（ＤＴＶ１００、ＨＤＤレコーダ２００Ａ）の一覧画面をモニタ３００Ａ
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上に表示し、ユーザに選択してもらう。ユーザは入力処理部２０１を介してムーブ先の装
置を選択する。本実施例では、ＤＴＶ１００を選択するものとする（ステップ９０２）。
【００５９】
　次に、ＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、コンテンツ管理部２０３に該コンテ
ンツのオリジナル情報６００が存在するか否かを確認する（ステップ９０３）。
【００６０】
　次に、ＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０
を介して、ＤＴＶ１００に対して、今からムーブ実行を開始する旨を通知する。その際、
ムーブするコンテンツと該コンテンツを画質変換せずそのまま送信する場合はその旨を含
む（ステップ９０４）。この通知に対して、ＤＴＶ１００の制御部１１５は、ムーブを実
行できる状態であるか否かを確認した後、その結果をＨＤＤレコーダ２００Ｂに対して返
信する（ステップ９０５）。
【００６１】
　その後、ＤＴＶ１００の機器認証処理部１１１とＨＤＤレコーダ２００Ｂの機器認証処
理部２０２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）２０を介して、特定の認証プロトコルにし
たがって相互に機器認証を実行し、コンテンツの暗号／復号時に使用する鍵を共有する（
ステップ９０６）。
【００６２】
　前記機器認証に失敗すると、ＤＴＶ１００とＨＤＤレコーダ２００Ａは以降のムーブ処
理の実行を中断する。機器認証に成功すると、ＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は
、記録／再生処理部２０４に指示してＨＤＤ２０５からムーブ対象のコンテンツを取得し
、暗号／復号処理部２０６を用いて該コンテンツを前記機器認証で共有した鍵で暗号化し
、通信処理部２０７とデジタル入出力端子２０８を介して暗号化したコンテンツをＥｔｈ
ｅｒｎｅｔ（登録商標）２０上へ送信する。一方、ＤＴＶ１００の制御部１１５は、デジ
タル入出力端子１１４と通信処理部１１３を介して前記暗号化されたコンテンツを受信す
る。そして、暗号／復号処理部１１２を用いて該コンテンツを前記機器認証で共有した鍵
で復号化し、記録／再生処理部１０９を用いてＨＤＤ１１０に記録する（ステップ９０７
）。
【００６３】
　ムーブ対象のコンテンツが全てＤＴＶ１００のＨＤＤ１１０に記録されると、ＤＴＶ１
００の制御部１１５とＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登
録商標）２０を介して、ムーブ処理が確実に終了したことをお互いに確認する。その際、
ＨＤＤレコーダ２００Ａは、ＤＴＶ１００に対して、オリジナル情報６００を送信する（
ステップ９０８）。ここでオリジナル情報６００を送信するタイミングは、ムーブ開始時
のステップ９０４やステップ９０７のコンテンツ転送の最後に送付しても良い。
  コンテンツの転送を終了すると、ＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、番組３を
２０５から削除し、コンテンツ情報４００内の番組３に関する情報４１２を削除する（ス
テップ９０９）。
【００６４】
　また、ＨＤＤレコーダ２００Ｂの制御部２１２は、送信したオリジナル情報６００を削
除する（ステップ９１０）。
  一方、ＤＴＶ１００の制御部１１５は、受信したオリジナル情報６００の内容を確認し
、コンテンツ管理部１０８が保持するオリジナル情報６００の内容と一致するか確認する
（ステップ９１１）。
  また、ＤＴＶ１００の制御部１１５とコンテンツ管理部１０８は、ムーブ履歴情報５０
０の内容を参照し、ステップ９０７で受信したコンテンツ全体のチェックサム値とチェッ
ク情報５０４が一致するか確認する（ステップ９１２）。
【００６５】
　ステップ９１１とステップ９１２の結果、いずれも一致した場合には、ステップ９０７
で受信したコンテンツをＨＤＤ１１０から削除する。（ステップ９１３）。そして、オリ
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ジナル品質のコンテンツを再生可能に変更し、コンテンツ情報４００を更新する。また、
オリジナル情報６００とムーブ履歴情報５００を削除する（ステップ９１４）。
【００６６】
　なお、ステップ９１３で、一致しなかった場合には、何も処理を行わず、コンテンツ情
報４００の更新のみを行う。
  以上の手順により、ＤＴＶ１００で保持したオリジナル品質のコンテンツを再生可能な
状態に戻すことが可能となる。
【００６７】
　以上から、本発明のコンテンツ記録再生装置は、ユーザが、高品質のコンテンツを低品
質のコンテンツに変換してムーブを指示し、同時にオリジナル品質に戻すことを可能にす
ることを指示した場合、オリジナル情報６００を生成し、ムーブ実行時にムーブ先の装置
へ送付する。そして、該コンテンツを再生不可の状態にし、ムーブ履歴情報５００を生成
する。
  ムーブ先の装置は、受信したコンテンツとオリジナル情報６００を保持する。そして、
該コンテンツとオリジナル情報６００をさらに画質変換しながら他の装置へムーブするこ
とができ、画質変換した場合はその旨をオリジナル品質のコンテンツを保持する装置に適
切に通知する。
【００６８】
　上記の手順を踏むことにより、上記コンテンツがオリジナル品質を保持する装置にムー
ブすると、元のオリジナル品質で該コンテンツを再生することが可能となる。
  これにより、ネットワーク接続した複数の装置間で、高品質のコンテンツを低品質なコ
ンテンツに変換しながらムーブを繰り返し実行した場合でも、必要に応じて安全にオリジ
ナルの品質に戻して再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の実施形態であるシステムの一構成例。
【図２】本発明の実施形態であるＨＤＤ内蔵ＤＴＶの一ブロック構成例。
【図３】本発明の実施形態であるＨＤＤレコーダの一ブロック構成例。
【図４】本発明の実施形態であるＨＤＤ内蔵ＤＴＶ、ＨＤＤレコーダのコンテンツ管理部
が管理するコンテンツ情報の一構成例。
【図５】本発明の実施形態であるＨＤＤ内蔵ＤＴＶのコンテンツ管理部が管理するムーブ
履歴情報の一構成例。
【図６】本発明の実施形態であるＨＤＤ内蔵ＤＴＶが生成するオリジナル情報の一構成例
。
【図７】本発明の実施形態であるＨＤＤ内蔵ＤＴＶが画質変換しながらＨＤＤレコーダへ
ムーブ実行する処理手順を示すシーケンス図。
【図８】本発明の実施形態であるＨＤＤレコーダが画質変換しながら別のＨＤＤレコーダ
へムーブ実行する処理手順を示すシーケンス図。
【図９】本発明の実施形態であるＨＤＤレコーダがＨＤＤ内蔵ＤＴＶへムーブ実行する処
理手順を示すシーケンス図。
【図１０】本発明の実施形態であるＨＤＤ内蔵ＤＴＶが画質変換するか否かを設定する画
面の一構成例。
【図１１】本発明の実施形態であるＨＤＤレコーダが表示するコンテンツ一覧表示画面の
一構成例。
【符号の説明】
【００７０】
１０…アンテナ
２０…Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）
３０…ハブ
１００…ＨＤＤ内蔵ＤＴＶ
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２００Ａ、２００Ｂ…ＨＤＤレコーダ
３００Ａ、３００Ｂ…モニタ
１０４、２０９…変換部
１０５、２１０…音声／映像デコーダ
１０６…モニタ
１０７、２０１…入力処理部
１０８、２０３…コンテンツ管理部
１０９、２０４…記録／再生処理部
１１０、２０５…ＨＤＤ
１１１、２０２…機器認証処理部
１１２、２０６…暗号／復号処理部
１１３、２０７…通信処理部
１１４、２０８…デジタル入出力端子
１１５、２１２…制御部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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